
仲間川地区保全利用協定 

１ 概要 

協定区域 仲間川及び周辺の森林（自然休養林（仲間川地区）と森林生態系保全地域を含む） 

活動内容 動力船での遊覧、カヌーでの自然観察 

初認定日 平成 16 年６月 （県知事認定１号） 

現協定認定日 令和７年 12 月 26 日 

協定有効期間 令和６年４月１日～令和 11 年３月 31 日 

締結事業者 ・西表島交通株式会社 代表取締役：玉盛 雅治 ※代表事業者 

・マリンレジャー金盛 代表者：金盛 良克 

・西表島ツアー とんとんみー 代表者：余語 晶子 

・シーカヤックツアー海月（くらげ） 代表者：金田 克己 

・西表島ツアーガイド カラカラ 代表者：岸本 望 

・晴々（はるばる） 代表者：上條 晴彦 

・西表島ＳＵＰツアーＮＧＡＦ 代表者：佐藤 剛 

・シーコンパス 代表者：稲葉 敏和 

・パジャウトリップ西表フィールドサービス 代表者：赤塚 義之 

・マヤグスクツアー 代表者：吉村 鷹亮 

・ネイチャーズディライト西表 代表者：今村 弘明 

締結事業者数 計 11事業者 

主な内容 

 

 

 

 

 

 

＜自然環境への配慮＞ 

・マングローブ林保護のための遊覧船の運航速度規制、徐行区間の設置 

・ひき波の立ちにくいエコ船の多用、干潮時には遊覧船の運航回数を減らす 

・動力船の隻数制限（１時間あたり７隻まで） 

・カヌーの利用者数制限（１パーティ８人まで、下流域：50 艇／半日、中流域： 

50 艇／日（団体利用不可）、上流域：20艇／日（団体利用不可）） 

・入林の際の利用者制限（入林ガイド１パーティ８人まで（ガイド除く） 

・野生生物の採集の禁止 

・事業者合同によるゴミ拾い 

・３ヶ月ごとのモニタリング調査実施 等 

＜安全管理＞ 

・動力船の操行マニュアル 

・ガイドは水上安全講習を受ける 等 

＜地域への配慮＞ 

・イノシシ猟の期間中は仲間川沿いの山に入らない 

・ガサミ漁の道具にふれないようにする 

・地域住民との話し合いの場の設置を定期的に設け、フィールドの観察記録の報告

と意見交換を行う 
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